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選
挙
管
理
委
員
会

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
第
二
号

政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
係
る
少
額

領
収
書
等
の
写
し
の
開
示
に
関
す
る
規
程
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
九
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長

戸
　
　
栗
　
　
　
　
　
敏

政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
係
る

少
額
領
収
書
等
の
写
し
の
開
示
に
関
す
る
規
程

（
開
示
の
請
求
）

第
一
条
　
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
十

九
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
少
額
領
収
書
等
の
写
し
（
以
下
「
少
額
領
収
書
等
の
写
し
」
と

い
う
。）
の
開
示
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
開
示
請
求
者
」
と
い
う
。）
は
第
一
号
様
式
に

所
要
事
項
を
記
載
し
、
山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。）
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
期
間
延
長
に
係
る
通
知
）

第
二
条
　
委
員
会
は
、
法
第
十
九
条
の
十
六
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
期
間
の
延
長
を
し
た
と
き
は
、
第

二
号
様
式
に
よ
り
、
開
示
請
求
者
に
通
知
す
る
。

（
開
示
の
決
定
）

第
三
条
　
委
員
会
は
、
法
第
十
九
条
の
十
六
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
し
た
と
き
は
、
第
三
号

様
式
に
よ
り
、
開
示
請
求
者
に
通
知
す
る
。

（
開
示
を
し
な
い
旨
の
決
定
）

第
四
条
　
委
員
会
は
、
法
第
十
九
条
の
十
六
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
し
た
と
き
は
、
第
四
号

様
式
に
よ
り
、
開
示
請
求
者
に
通
知
す
る
。

（
法
第
十
九
条
の
十
六
第
十
三
項
に
よ
る
延
長
の
通
知
）

第
五
条
　
委
員
会
は
、
法
第
十
九
条
の
十
六
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
開
示
決
定
を
延
長
す
る
と
き
は
、

第
五
号
様
式
に
よ
り
、
開
示
請
求
者
に
通
知
す
る
。

（
法
第
十
九
条
の
十
六
第
十
四
項
に
よ
る
延
長
の
通
知
）

第
六
条
　
委
員
会
は
、
法
第
十
九
条
の
十
六
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
り
開
示
決
定
を
延
長
す
る
と
き
は
、

第
六
号
様
式
に
よ
り
、
開
示
請
求
者
に
通
知
す
る
。

（
開
示
に
係
る
申
出
）

第
七
条
　
政
治
資
金
規
正
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
年
政
令
第
二
百
七
十
七
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。）

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
は
、
第
七
号
様
式
に
所
要
事
項
を
記
載
し
、
委
員
会
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

令
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
は
、
第
八
号
様
式
に
所
要
事
項
を
記
載
し
、
委
員
会
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
少
額
領
収
書
等
の
写
し
の
提
出
を
し
な
い
旨
の
通
知
）

第
八
条
　
委
員
会
は
、
法
第
十
九
条
の
十
六
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
て
会
計
責
任
者
が

少
額
領
収
書
の
写
し
を
提
出
し
な
い
と
き
は
、
第
九
号
様
式
に
よ
り
開
示
請
求
者
に
通
知
す
る
。

（
閲
覧
の
方
法
等
）

第
九
条
　
少
額
領
収
書
等
の
写
し
の
閲
覧
は
、
山
梨
県
庁
の
執
務
時
間
中
に
委
員
会
に
お
い
て
こ
れ
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

少
額
領
収
書
等
の
写
し
は
こ
れ
を
指
定
さ
れ
た
場
所
以
外
に
持
ち
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

少
額
領
収
書
等
の
写
し
は
て
い
重
に
こ
れ
を
取
り
扱
い
、
破
損
、
汚
損
又
は
加
筆
等
の
行
為
を
し

て
は
な
ら
な
い
。

４

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
の
書
記
長
は
、
前
三
項
の
規
定
に
違
反
す
る
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
閲

覧
を
中
止
さ
せ
、
又
は
閲
覧
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
任
）

第
十
条
　
こ
の
規
程
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
委
員
会
が
別
に
定
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
七
十
八
号
　
　
平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
九
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
二
年

十
一
月
十
九
日

号
外
第
七
十
八
号

金　曜　日



山
梨
県
公
報
号
外

第
七
十
八
号
　
　
平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
九
日

二

第１号様式



山
梨
県
公
報
号
外

第
七
十
八
号
　
　
平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
九
日

三



山
梨
県
公
報
号
外

第
七
十
八
号
　
　
平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
九
日

四

第２号様式



山
梨
県
公
報
号
外

第
七
十
八
号
　
　
平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
九
日

五

第３号様式



山
梨
県
公
報
号
外

第
七
十
八
号
　
　
平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
九
日

六



山
梨
県
公
報
号
外

第
七
十
八
号
　
　
平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
九
日

七

第４号様式



山
梨
県
公
報
号
外

第
七
十
八
号
　
　
平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
九
日

八

第５号様式



山
梨
県
公
報
号
外

第
七
十
八
号
　
　
平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
九
日

九

第６号様式



山
梨
県
公
報
号
外

第
七
十
八
号
　
　
平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
九
日

一
〇

第７号様式



山
梨
県
公
報
号
外

第
七
十
八
号
　
　
平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
九
日

一
一



山
梨
県
公
報
号
外

第
七
十
八
号
　
　
平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
九
日

一
二

第８号様式



山
梨
県
公
報
号
外

第
七
十
八
号
　
　
平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
九
日

一
三

第９号様式



山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
十
九
条
の

十
六
の
規
定
に
基
づ
き
山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
が
行
う
少
額
領
収
書
等
の
写
し
の
開
示
決
定
等
に
係

る
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
に
よ
る
審
査
基
準
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
九
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長

戸
　
　
栗
　
　
　
　
　
敏

法
十
九
条
の
十
六
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
少
額
領
収
書
等
の
写
し
の
開
示
の
決
定
又
は
同
条
第

十
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
不
開
示
の
決
定
は
、
次
に
よ
り
行
う
。

一

開
示
す
る
旨
の
決
定
（
法
第
十
九
条
の
十
六
第
十
一
項
）
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

に
行
う
。

●

開
示
請
求
に
係
る
少
額
領
収
書
等
の
写
し
に
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）
第
五
条
に
規
定
す
る
不
開
示
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
な
い

場
合

●

開
示
請
求
に
係
る
少
額
領
収
書
等
の
写
し
の
一
部
に
不
開
示
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
。

た
だ
し
、
こ
の
場
合
に
は
、
不
開
示
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
部
分
を
除
い
て
開
示
す
る
。

二

開
示
し
な
い
旨
の
決
定
（
法
第
十
九
条
の
十
六
第
十
二
項
）
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
に
行
う
。

●

開
示
請
求
書
に
法
第
十
九
条
の
十
六
第
三
項
各
号
に
規
定
す
る
事
項
の
記
載
の
不
備
が
あ
る
場

合
。
た
だ
し
、
当
該
不
備
を
補
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
原
則
と
し
て
、

開
示
請
求
書
に
補
正
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

●
開
示
請
求
が
法
第
十
九
条
の
十
六
第
五
項
に
規
定
す
る
権
利
の
濫
用
又
は
公
の
秩
序
若
し
く
は
善

良
の
風
俗
に
反
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

●

法
第
十
九
条
の
十
六
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
か
ら
同
条
第
五
項
の

規
定
に
よ
る
命
令
に
係
る
少
額
領
収
書
等
の
写
し
に
係
る
支
出
が
な
い
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合

●

解
散
し
た
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
、
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体
（
法
第
十

九
条
の
十
六
第
二
十
項
の
規
定
に
よ
り
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。）

又
は
山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
が
開
示
請
求
に
係
る
年
の
収
支
報
告
書
を
受
理
し
て
い
な
い
国
会

議
員
関
係
政
治
団
体
に
つ
い
て
少
額
領
収
書
等
の
写
し
の
開
示
請
求
が
あ
っ
た
場
合

三

前
二
項
の
判
断
に
当
た
っ
て
は
、
開
示
請
求
に
係
る
少
額
領
収
書
等
の
写
し
に
記
録
さ
れ
て
い
る

情
報
が
不
開
示
情
報
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
は
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す

る
法
律
に
基
づ
く
処
分
に
係
る
審
査
基
準
（
平
成
十
三
年
総
務
省
訓
令
第
百
二
十
六
号
。
以
下
「
訓

令
」
と
い
う
。）「
第
三
●
不
開
示
情
報
該
当
性
に
関
す
る
判
断
基
準
」
の
例
に
、
部
分
開
示
を
す
べ

き
場
合
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
は
訓
令
「
第
四
●
部
分
開
示
に
関
す
る
判
断
基
準
」
の
例
に
、

開
示
請
求
が
権
利
の
濫
用
又
は
公
の
秩
序
若
し
く
は
善
良
の
風
俗
に
反
す
る
か
否
か
の
判
断
は
政
治

資
金
適
正
化
委
員
会
が
定
め
る
「
少
額
領
収
書
等
の
写
し
の
開
示
請
求
が
権
利
の
濫
用
又
は
公
の
秩

序
若
し
く
は
善
良
の
風
俗
に
反
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
具
体
的
は
指
針
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
よ
る
。

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
八
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二

号
の
規
定
に
よ
る
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し
て
指
定
し
た
次
の
施
設
に
つ
い
て
、

そ
の
指
定
を
取
り
消
す
。

平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
九
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長

戸
　
　
栗
　
　
　
　
　
敏

施
　
　
設
　
　
の
　
　
名
　
　
称
　

所
　
　
　
在
　
　
　
地

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
「
ら
く
え
ん
」

中
央
市
極
楽
寺
七
四
八
番
地

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
　
ら
く
え
ん
倶
楽
部
　

中
央
市
極
楽
寺
七
四
五
番
地
一

山
梨
県
公
報
号
外

第
七
十
八
号
　
　
平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
九
日

一
四

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番
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